
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）

（経済産業省）

制 度 名
特定輸出貨物（ＡＥＯ輸出貨物）に係る役務の提供に課される消費税
の免除

税 目 消費税

要

望

の

内

容

特定輸出貨物（ＡＥＯ輸出貨物：関税法第 30 条第 1 項第 5 号に規

定する特定輸出貨物をいう。)に係る荷役の提供に課される消費税に

ついても、一般の輸出許可済貨物と同様に消費税を免除する。

減収見込額
（平年度）

－

新
設
・
拡
充
又
は
延
長
を
必
要
と
す
る
理
由

⑴ 政策目的

特定輸出貨物（ＡＥＯ輸出貨物）に係る役務の提供に課される消費

税について、一般の輸出許可済貨物に対して免除措置の対象とされて

いる区間の運送に係る消費税については、免除の対象とすることによ

り、これらの貨物の間での消費税の課税の均衡を図り、ＡＥＯ制度の

利用を促進することで、貿易円滑化を図る。

⑵ 施策の必要性

一般の輸出申告により輸出許可を受けた外国貨物に係る役務の提

供に課される消費税は、免除の対象となっている。

一方、特定輸出申告制度（輸出者のＡＥＯ制度）を利用した場

合、消費税が免除される役務の提供は、「保税地域内における荷役」

及び「輸出のために船舶又は航空機に積み込まれる場所（具体的に

は、港頭地区又は空港）における荷役」に限定されている。

このため、例えば、特定輸出貨物が物流拠点である保税地域から

船積み作業をするためのコンテナヤードや空港地区（保税地域）への

運送を行う場合には、この区間の運送費には消費税が課税される。事

業者は後日仕入税額の控除手続をすることにより還付を受けることと

なるが、いずれの貨物も輸出取引される貨物であることから、保税地

域間の運送に係る消費税について均衡をとる必要がある。

現在の不均衡状態は、物流コストの多寡が国際競争力に大きな影

響を与える産業にとって深刻な影響を及ぼしているため、その早急な

解消が必要。例えば、自動車産業においては、自工会会員 14 社中 13

社が既にコンプライアンスの優れたＡＥＯ輸出者として認定されてい

るところ、現在把握されている限りでも半数以上の企業が既に消費税

還付の手続を行っていて、少なくともその額が数千万円以上に上るこ

とから事業に大きな影響を及ぼしており、一部の企業においてはＡＥ

Ｏ制度の利用自体の中止を考えているところ。同様の見解は商社や航

空輸送が多い電気・電子産業からも寄せられており、加えて特定輸出

申告貨物と一般輸出貨物を混載して輸出する場合の消費税の還付手続

に係る事務負担の問題も指摘されている。



⑶ 要望の措置の妥当性

現在、輸出貨物の保税地域間の運送費に係る消費税の免除について差

があることから、その均衡を図ることが適当であると考える。なお、

仕入税額の控除手続を行うことにより消費税の還付が受けられること

となっているため、税収に変化を生じることはない。
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２．対外経済政策
１２）貿易投資促進

政 策 の

達成目標

輸出貨物の役務の提供に係る消費税の免除について均衡を図り、ＡＥ

Ｏ制度の利用を促進する。

租税特別措

置の適用又

は延長期間

－

同上の期間中

の達成目標
－

当該要望項目

以外の税制上

の支援措置

－
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等の要求内

容及び金額

－
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政 策 の

達成状況
－

租税特別措置
の適用実績

－

租税特別措置
による政策
の達成目標の
実現状況等

－

前回要望時
の達成目標

－



前回要望時
からの達成度
及び目標に
達していない
場合の理由

－

これまでの

要 望 経 緯
－


